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 佐賀県告示第 69号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第 15 条の 17

第１項の規定により、次の区域を指定区域として指定する。 

  平成 31 年３月１日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義    

指定番

号 

区域 
埋立地の区分 

所在 地番 

17 伊万里市南波多町大
川原字開田 

3907 番 181 

3907 番 186 

3907 番 192 

3907 番 197 

廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令

（昭和46年政令第300

号）第 13 条の２第１号

に規定する埋立地 

 


